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会議に付した事件

議案
・令和５年度山北町育英奨学生の決定について
・令和５年度山北町育英奨学金返還免除の決定について
・山北町立学校教職員服務規程の一部を改正する規程の制定につ
いて
報告
・令和５年度山北町教育委員会表彰受賞者について

会 議 の 経 過 別紙のとおり

令和５年　第６回山北町教育委員会議事録



令和５年６月２８日

石田教育長 　梅雨に入りましたが、真夏日の日が多くなり、非常に蒸し暑さ
を感じているところです。体調管理には十分留意していただきた
いと思います。さて、６月１４日の町議会全員協議会において、
令和４年度山北町教育委員会点検・評価について報告いたしまし
た。町のホームページにも掲載しておりますのでご承知おきくだ
さい。
　本日はこの後、園・小中学校の教育委員会訪問がございますの
でよろしくお願いいたします。
　それでは、ただ今から令和５年第６回山北町教育委員会定例会
を開催します。

　

石田教育長 　それでは、前回委員会議事録の承認についてに移ります。事務
局から説明をお願いします。

こども教育課長 　　【別紙議事録を朗読説明する】

石田教育長 　ただいま、前回教育委員会議事録について説明をいただきまし
たが、ご意見・ご質問はありますでしょうか。

石田教育長 　ないようですので、前回議事録については承認されたこととい
たします。
　続きまして教育長報告に移ります。

石田教育長 　　【別紙教育長報告により説明する】

石田教育長 　教育長報告に対し、何かご意見・ご質問はいかがでしょうか。

石田教育長 　ないようですので、教育長報告は承認されたことといたしま
す。

石田教育長 　それでは議事日程に入ります。日程第１（議案第８号）令和５
年度山北町育英奨学生の決定についてを議題といたします。

石田教育長 　　【議案第８号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【議案第８号について、別紙資料により詳細を説明する】

石田教育長 　ただいま、議案第８号について説明がありました。ご意見、ご
質問はいかがでしょうか。

石田教育長 　よろしいでしょうか。議案第８号についていかがでしょうか。

山北町教育委員会会議の経過



　　「全員賛成」

石田教育長 　議案第８号は全員賛成で可決されました。

石田教育長 　続きまして、日程第２（議案第９号）令和５年度山北町育英奨
学金返還免除の決定についてに移ります。

石田教育長 　　【議案第９号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【議案第９号について、別紙資料により詳細を説明する】

石田教育長 　ただいま、議案第９号について説明がありました。ご意見、ご
質問はいかがでしょうか。

佐藤委員 　免除は毎年申請する必要があるのでしょうか。

こども教育課長 　申請は毎年必要で、その都度条件を満たしていることを確認し
ます。条件は、山北町に居住していることと就労していることの
２点となります。また、１０年以内に返還することとなっており
ますので、最大１０年間の免除申請が可能です。

石田教育長 　新規・継続の奨学生や、すでに返還中の方にも、免除制度を周
知しています。

石田教育長 　他にはいかがでしょうか。

石田教育長 　よろしいでしょうか。議案第９号についていかがでしょうか。

　　「全員賛成」

石田教育長 　議案第９号は全員賛成で可決されました。

石田教育長 　続いて、日程第３（議案第１０号）山北町立学校教職員服務規
程の一部を改正する規程の制定についてに移ります。

石田教育長 　　【議案第１０号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【議案第１０号について、別紙資料により詳細を説明する】



石田教育長 　ただいま、議案第１０号について説明がありました。ご意見、
ご質問はいかがでしょうか。

石田教育長 　よろしいでしょうか。議案第１０号についていかがでしょう
か。

　　「全員賛成」

石田教育長 　議案第１０号は全員賛成で可決されました。

石田教育長 　次に、日程第４（報告第１０号）令和５年度山北町教育委員会
表彰受賞者についてに移ります。

石田教育長 　　【報告第１０号について、別紙資料により提案する】

こども教育課長 　　【報告第１０号について、別紙資料により詳細を説明する】

石田教育長 　ただいま、報告第１０号について説明がありました。ご意見、
ご質問はいかがでしょうか。

石田教育長 　よろしいでしょうか。報告第１０号についていかがでしょう
か。

　　「全員承認」

石田教育長 　報告第１０号は承認されました。

石田教育長 　以上をもちまして、定例教育委員会は終了といたします。

［午前９時３０分］


